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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
国
民
資
産
で
あ
る
年
金
の
会
計
処
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
国
民
資
産
で
あ
る
年
金
の
会
計
処
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
）
所
管
の
歳
出
予
算
の
各
項
の
間
に
お
け
る
移
用
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
定
し
た
人
件
費
の
金
額
に
過
不
足
が
生
じ
た
場
合

等
に
各
項
の
間
に
お
け
る
移
用
が
で
き
る
旨
あ
ら
か
じ
め
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
上
で
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な

過
不
足
が
生
じ
た
場
合
等
に
、
財
務
大
臣
（
旧
大
蔵
大
臣
）
の
承
認
を
経
て
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
）
所
管
の
歳
出
予
算
の
各
項
内
の
目
の
間
に
お
け
る
流
用
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
第
三

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
項
に
定
め
る
目
的
の
範
囲
内
で
、
災
害
復
旧
の
た
め
の
経
費
に
充
て
る
場
合
、
予
算

に
よ
り
予
定
し
た
義
務
的
経
費
に
過
不
足
が
生
じ
た
場
合
等
に
、
財
務
大
臣
（
旧
大
蔵
大
臣
）
の
承
認
を
経
て
行
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
所
管
の
歳
出
予
算
に
お
け
る
移
用
及
び
流
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
財
政
法
の
規
定
に
基
づ
き
適
正
に
行

っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
業
務
勘
定
に
お
け
る
「
（
項
）
福
祉
施
設
事
業
費
」
の
経
費
の
金
額
を
「
（
項
）
業
務
取

扱
費
」
の
経
費
の
金
額
へ
と
移
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
第
三
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
あ

ら
か
じ
め
各
年
度
の
特
別
会
計
予
算
の
予
算
総
則
に
お
い
て
移
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
、
国
会
の
議
決
を
経
た

場
合
に
限
り
、
財
務
大
臣
の
承
認
を
経
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
「
（
項
）
福
祉

施
設
事
業
費
」
の
経
費
の
金
額
を
「
（
項
）
業
務
取
扱
費
」
等
他
の
項
の
経
費
の
金
額
へ
と
移
用
し
た
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
平
成
十
三
年
五
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
九
年
に
財
政
構
造
改

革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
九
号
）
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十

九
年
法
律
第
十
号
）
等
の
関
係
法
令
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
間
は
厚
生
年
金
保
険
又
は
国

民
年
金
の
保
険
料
（
以
下
「
年
金
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
厚
生
年
金
保
険
又
は
国
民
年
金
の
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
（
以
下
「
年
金
事
務
費
」
と
い
う
。
）
に
も
充
当
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
年
度
か
ら
年
金
保
険
料
を
年
金
事
務
費
の
一
部
に
充
当
し
て
い
る
こ
と
等
を
説
明
し
た
の
で
あ
り
、
法
令
及
び
予
算
に
基

づ
か
ず
年
金
保
険
料
を
年
金
事
務
費
に
充
当
し
た
こ
と
は
な
い
。

二


